
夏の交通事故防止県民運動令和
５年

7/20木〜
7/31月まで

前照灯常時点灯運動推進中

横断歩道ルールマナーアップ運動推進中
～歩行者保護運動～

  区分
年別　 発生件数 死者数 負傷者数

令和５年 3,174件 45人 3,889人

令和４年 2,864件 33人 3,488人

増 減 数 ＋310件 ＋12人 ＋401人

増 減 率 10.8％ 36.4％ 11.5％

県内の交通事故発生状況（令和5年6月末）

※死者数全国ワースト第７位

前照灯常時点灯運動強化日 7/１土横断歩道ルール啓発活動強化日 7/１土

飲酒運転根絶のための県下一斉広報日 7/21金・7/28金

運動スローガン

運 動 の 重 点

見る止まる　歩行者優先　心がけ
①歩行者（特に子供と高齢者）の保護
②妨害運転や飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶　③自転車の安全利用の推進

交通安全の日 7/１土

ハンドルキーパー運動推進中
～飲酒運転の根絶～
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令和４年度自転車安全整備店等表彰
　令和４年度中、県内における自転車安全整備制度（TSマーク）の普及促進に顕著な功績のあった自転
車安全整備店等（支部）が表彰されました。

団体表彰支部

茨 城 県 表 彰

●ジョイフル本田古河店

●水戸東部支部　●つくば中央支部

　県交通安全協会の、令和５年度事業計画を決定し、各種
交通安全活動を強力に推進することになりました。事業計
画概要は次のとおりです。	
	 	 	
１　一般財団法人移行後の計画的な事業推進
　	　当協会では、一般財団法人（平成25年４月１日移行）
として公益目的支出計画に基づき計画的に事業を推進す
る。

２　交通安全運動等
　○「交通安全の日」及び「横断歩道のルール啓発活動推進
　　強化日」「前照灯常時点灯運動推進強化日」
　　（毎月１日）	 	 	 	
　○「高齢者の交通事故ゼロの日」（毎月15日）
　○交通安全県民運動（４月１日～翌年３月31日）
　○春の全国交通安全運動（５月11日～５月20日）
　○踏切事故防止運動
　　（５月11日～５月20日）、（９月21日～９月30日）	
　○「交通事故死ゼロを目指す日」（５月20日、９月30日）
　○暴走族追放協調運動（６月１日～６月30日）
　○夏の交通事故防止県民運動（７月20日～７月31日）	
　○高齢者の交通事故防止に向けた県内一斉強調日

（９月18日）
　○秋の全国交通安全運動（９月21日～９月30日）	
　○年末の交通事故防止県民運動（12月１日～12月15日）

３　重点を指向した交通安全対策事業
　○交通ルールの遵守と交通マナーの向上
　○高齢者・子供等を対象としたの交通安全対策
　○チャイルドシートを含む全座席のシートベルト着用の向上
　○交通安全のための各種大会等	 	 	 	
	 	 	
４　交通安全広報・啓発活動
　○交通安全県民運動等に呼応した広報・啓発活動の積極的な推進
　○「TSマーク」の普及促進活動の推進	
　○交通事故防止のための広報チラシ等の作成・配布	 	
　○広報車による広報活動
　○機関誌「交通いばらき」の発行

　○広報メディアの利用
　○各種行事に対する協賛・後援等
　○協会独自の「イメージキャラクター」の活用

５　交通安全教育活動
　○自動二輪車等の安全教育
　○自転車の安全教育
　○交通少年団等研修会の開催支援
　○交通安全ポスター作品の募集
　○交通安全教育用資器材の整備と効果的な運用

６　暴走族追放運動の推進
　　高校生を対象とした原付講習及び二輪講習・初心運転
者講習等の機会をとらえて「暴走をしない　させない、
見に行かない」ことを啓発し、交通上の規範意識を向上
させるとともに関係機関・団体及び関係業者と連携した
広報啓発活動を推進し、暴走族を許さない社会環境を形
成する。

７　表彰
　	　交通安全の推進に多大な功績のあった交通安全功労
者・優良運転者等に対する表彰を行い、その功績を顕彰
する。

８　会議等
　	　役員等会議、事務局長会議等を開催し、各事業を計画
的に推進する。

９　交通安全活動推進センター事業活動
　	　道路交通法の規定に基づき、交通事故相談業務等を推
進する。

10　その他の事業活動
　	　茨城県公安委員会からの受託事業等を適正に実施する。

11　その他の交通安全事業活動の推進
　	　安全・安心な交通社会を築くため、必要と認めるその
他の事業活動を推進する。

茨城県交通安全協会の主な活動計画令和５年度

ジョイフル本田古河店

茨城県自転車二輪自動車
商協同組合理事長賞

 （一財）茨城県交通安全協会長賞
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　令和５年度の「交通安全功労者等」が決定しました。
　この表彰は、地域、職域、その他において交通安
全活動を積極的に推進し、交通事故防止に功労が
あったと認められる個人、優良交通安全協会等に対
して、関東管区警察局長・関東交通安全協会連合会
会長の連名等により行なわれるもので、本県の受賞
者及び受賞団体は次のとおりです。

●ひたちなか地区…石田　久江

●大宮地区…………川勾　壽夫

●太田地区…………武藤　征也

●大子地区…………小野瀬金男

●日立地区…………三星　常松

●高萩地区…………小野　一二

●鹿嶋地区…………中間　鉄男

●神栖地区…………須田　信行

●行方地区…………大輪　成生

●龍ケ崎地区……古手　誠一

●牛久地区………齊田　礼子

●土浦地区………阿部千賀代

●石岡地区………内田　和夫

●つくば地区……齊藤　　貴

●結城地区………水内　昌子

●常総地区………飯田　一夫

●古河地区………諏訪　幾家

●牛久地区交通安全協会

●常総地区交通安全協会

優良交通安全協会（2協会）

●龍ケ崎地区交通安全協会…………谷島　宏弥

●つくば地区交通安全協会…………大和田香織

●下妻地区交通安全協会……………村井　恵美

●取手地区交通安全協会……………蒔田佳代子

交通安全協会優良職員（4名）

交通安全功労者（17名）

関東管区警察局長・関東交通安全協会連合会長連名表彰

　自転車は通勤、通学はもとより健康・レジャー等あら
ゆる用途で気軽に使われる中で、交通事故全体に占める
自転車の事故の割合が多くなり、相手方から高額な損害
賠償を請求される事案が多くなっています。
　こうしたことから、自転車の安全点検の促進と被害者
救済の充実を図り自転車安全整備制度をより一層有用なものとするため、自転車
の点検整備及びTSマークの普及促進を図っております。

TSマーク付帯保険の補償内容について

自転車に有効な
TSマークが貼ってありますか？

　一年に一度、自転車の点検・整備
を受けましょう。
TSマークには、傷害補償と損害賠償
補償が付いております。
有効期間は、自転車の点検日から一
年間です。

ＴＳマーク
種別

第一種
ＴＳマーク
（青マーク）

第二種
ＴＳマーク
（赤マーク）

第三種
ＴＳマーク
（緑マーク）

傷害補償
○入院15日以上	 （一律）１万円
○死亡・重度後遺障害（１～４級）	

（一律）30万円

○入院15日以上	 （一律） 10万円
○死亡・重度後遺障害（１～４級）	

（一律）100万円

○入院15日以上	 （一律） ５万円
○死亡・重度後遺障害（１～４級）	

（一律）５0万円

賠償責任
補償

○死亡・重度後遺障害（1～7級）
（限度額）1，000万円

○死亡・重度後遺障害（1～7級）
（限度額）１億円

○死亡または傷害（すべての人身事故）
※示談交渉サービス付き（限度額）1億円

被害者
見舞金

○入院15日以上の傷害
（一律）10万円

令和4年12月1日
から「緑色TSマー
ク」の取扱いが開
始されました。 

緑

示談交渉
サービス付き

緑

人身事故すべてが対象となりました

■

I BARAK I  TRAFF IC  SAFETY
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夏は、暑さや行楽などによる疲労や季節特有の解放感による飲酒運転や無
謀運転等を原因とする交通事故の発生が懸念されるため、県民一人ひとり
が交通安全について考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組
むことにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。

令和5年7月20日木～7月31日月

1　歩行者（特に子供と高齢者）の保護
2　妨害運転や飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
3　自転車の安全利用の促進

見る止まる　歩行者優先　心がけ

運動の目的

期　　間

スローガン

運動の重点

■ 令和５年度 夏の交通事故防止県民運動

第57回交通安全子供自転車茨城県大会
　当協会では、交通安全子供自転車茨城県大会を７月13日（木）ひたちなか市総合運動公園総合体育館において開
催しました。競技は交通の規則や自転車の安全な乗り方などの学科テスト、一時停止や安全確認など基本的な乗り
方の安全走行テスト、S字走行等の課題をクリアする技能走行テストの３種類により行ないました。
　この大会は、競技を通じて自転車の安全走行に関する知識と技術を身につけさせるとともに、交通安全の関心を
高め、交通事故を防止しようとするもので、全国大会の県予選を兼ねて開催しています。　
　本大会には、各地区代表校等23チーム（１チーム４名）92名の選手が出場し、日頃の訓練の成果を競い合いました。
　入賞校及び個人入賞は次のとおりです。

優　勝　桜川市立桃山学園　　　　塚原　千翔

準優勝　桜川市立桃山学園　　　　柴　　幸成

第３位　筑西市立上野小学校　　　吉原　　洵

第４位　高萩市立東小学校　　　　池田　研三

第５位　桜川市立桃山学園　　　　鴻田　　光

第６位　城里町立沢山小学校　　　小島　武丸

第７位　常陸大宮市立大宮北小学校　金子　志貴

第８位　桜川市立桃山学園　　　　藤田　優花

第９位　大洗町立大洗小学校　　　海老沢咲音

第10位　筑西市立上野小学校　　　大久保朱南

団体優勝　桜川市立桃山学園の選手の皆さん

個人入賞の皆さん

技能走行 安全走行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主唱 茨城県交通安全対策会議 

運動の目的 
 
夏は、暑さや行楽などによる疲労や季節特有の解放感による

飲酒運転や無謀運転等を原因とする交通事故の発生が懸念さ
れるため、県民一人ひとりが交通安全について考え、交通ルー
ルの遵守と交通マナーの向上に取り組むことにより、交通事故
防止の徹底を図ることを目的とする。 

   

期      間 
７月２０日(木)～ ７月３１日(月) 

 

スローガン 
 見る止まる 歩行者優先 心がけ  

運動の重点 １ 歩行者（特に子供と高齢者）の保護 

２ 妨害運転や飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶 

３ 自転車の安全利用の推進 

 

令和５年 

夏の交通事故防止県民運動 

【令和４年度 茨城県交通安全ポスター作品コンクール 受賞作品】 
 

優秀賞 （茨城県交通安全協会長賞） 

古河市立古河第三小学校  

４年(当時) 橋本 あずささんの作品 

優秀賞 （茨城県教育委員会教育長賞） 

茨城県立笠間高等学校 

 ２年（当時）関 綾香さんの作品 

優　勝　桜川市立桃山学園

準優勝　筑西市立上野小学校

第３位　城里町立沢山小学校

第４位　高萩市立東小学校

第５位　神栖市立大野原小学校

団 体 の 部

個 人 の 部
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交通安全協会はこんな活動を行っています
各地区交通安全協会の活動の1コマ

会員の皆さまの貴重な会費で充実した交通安全活動を展開しています。
これからもご協力お願いします。

桜川警察署管内において、総勢約50名で管内一斉カーブ
ミラー清掃を行った。

交通事故多発交差点に、「スピード落とせ」「事故多発注意」
等と書かれた看板５枚を設置した。

春の全国交通安全運動初日に、警察、市、関係団体等の合同による
通勤時間帯街頭キャンペーンを実施し、交通安全意識の高揚を図った。

春の全国交通安全運動
土浦市街頭キャンペーン開会セレモニー

道の駅グランテラス筑西にて、交通安全チラシ及び反射
材等の啓発物を配布し交通事故防止を呼びかけた。

春の全国交通安全運動出陣式後、買い物客にチラシと啓
発品の配布をしながら、交通安全を呼びかけた。

中学校通学に備え、二の宮小学校で６年生を対象にシミュ
レーターを使用した自転車安全教室を開催した。

牛久大仏において、プロ野球球団とともに交通安全キャン
ペーンを実施し、交通事故防止を呼びかけた。

桜
川
地
区

石
岡
地
区

下
妻
地
区

土
浦
地
区

筑
西
地
区

稲
敷
地
区

つ
く
ば
地
区

牛
久
地
区

I BARAK I  TRAFF IC  SAFETY

5



　茨城県交通安全協会では、当協
会が日頃から取り組んでいる各種
交通事故防止活動に対して賛同し
「賛助会員」に加入して頂く企業
や団体等を募集しております。

賛助会費（年間）：1口（2,000円）～

＊�賛助会員制度とは、各企業や団体等の皆様が当協会の各種交
通事故防止活動に賛同し、賛助会員として加入して頂き、そ
の賛助会費を通じて県内（各地域）の交通事故防止に貢献し
て頂く制度です。なお、当協会の普通会員（個人会員）以外
の個人の皆様も加入できます。

協賛店の申込方法
・協会事務局又は各地区にて随時受け付けています。（参加費無料）
・�申込み方法：協賛店加入申込書によりお申し込み頂き、後日覚書
を作成します。

普通会員への周知・広報
・�協賛店の名称、所在地、割引等優待内容は、当協会ホームページ
への掲載のほか、協賛店加盟チラシ等により周知を図っています。

協賛店の表示
・�協賛店の皆様には、標章（協賛店ステッカー）を配布しますので、
利用者に分かりやすい箇所に掲示して頂きます。

割引等優待サービス
・�当協会の会員証を提示した会員に対し、事前に申込み頂きました
各施設・店舗の優待サービスを行って頂きます。

県内外約320事業所 （R5.5月現在） 県内外約1620施設・店舗等 （R5.5月現在）賛助会員加入数

　茨城県交通安全協会では、県内
外の施設や店舗等において当協会
の普通会員（個人会員）を対象に割
引等の優遇サービスをして頂く協賛
店を募集しております。交通安全活
動の支援として是非御協力願います。

賛助会員・協賛店  お問合せ先 事務局

協賛店加盟数

特 　 典
❶交通安全講習（企業講習）の割引
❷交通安全機器搭載車の無料派遣（運転適性診断車、シートベルト効果体験車）

❸ DVD等無料貸出　❹機関紙等への掲載・各種情報の提供
❺「賛助会員証」の交付　❻その他

交通安全協会
「賛助会員」

当社は県内の交通事故防止
活動を支援しています！！

㍿高野高速印刷
〒310-0853　茨城県水戸市平須町1822-122
TEL FAX029-305-5588 029-305-5533

平須工場
《営業本部・製造本部》

印刷機はぶどうのしぼり機から始まりました。 「機関誌」企業名掲載募集中!!
当協会機関誌「交通いばらき」へ企業名を掲載しませんか？
茨城県・県警察本部等関係機関・団体や県内全域に広く配布しています。

当協会「賛助会員」・「協賛店」の皆様は
掲載料を優遇します

お問合せ TEL FAX

MAIL

029-247-3355 029-247-3357
00center@ibaankyo.or.jp

（一財）茨城県交通安全協会 事務局（又は各地区安協）

スローガン

「暴走を　しない  させない  見に行かない」

地域ぐるみで、暴走族を許さない環境づくりに取り組みましょう。

6/1木～30金

集団暴走検挙 ･ 補導者数
令和4年中（15人） 

（単位：人）

高校生
その他の学生
有職　　無職

8人

2人

3人

2人

暴走族追放強調運動が実施されました

賛助会員 募集中 協賛店 募集中

●	暴走族追放気運の高揚
●	暴走族への加入阻止・暴走行為未然防止対策の推進
● 暴走族（暴走行為）の取締り、組織の解体
●	不正改造車両に対する指導取締りの強化
● い集・暴走する場所等に関する管理措置の推進

フリーダイヤル メールアドレス

上記のほか、各警察署でも暴走族相談員（一般のボランティア）が相談に応じます。
0120-375-214（24時間受付）  keikousi@pref.ibaraki.lg.jp暴 走 族

電話相談
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